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建設局「週休 2日制確保工事」実施要領 

 

1 目的 

  将来に渡り社会資本を安定的に整備・維持管理していくためには、建設業界の若手技

術者を確保・育成していくことが重要であり、建設現場において、土日を休日とする「完

全週休 2 日制」の実現に向けた段階的な施策展開を図っていくことが求められている。

そこで、平成 30年度より現場閉所で週休２日を確保する取組を試行してきたところであ

る。しかしながら、休日作業が必要となる維持工事や災害復旧工事等で「現場閉所」が

馴染まない工事もあることから、新たに技術者等の休日日数で週休 2 日に取り組む「週

休 2 日交替制工事」（以下「交替制」という。）を導入し、本格実施する。 

本要領は、「完全週休 2日制」の実現を目指す取組である「週休 2 日制確保工事」の実

施の流れ、提出資料等を定めたものである。 

 

2 対象工事 

原則、すべての土木工事（土木設備工事を除く）を対象とする。なお、休日作業が必

要となる維持工事や災害復旧工事等で「現場閉所」が馴染まない工事は、「交替制」の対

象とできる。ただし、対象期間（本要領 3（2）参照）が１か月（約 30日）未満の工事等

は対象外とできる。 

また、受注者が、週休 2 日制確保工事を希望しない場合、現場施工に着手する（現場

事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始される）日（以下「現場着手日」

という。）までに、希望しない旨の理由を付して発注者に報告する（別添 1）。 

 

3 週休 2日の考え方 

（1）現場閉所 

①対象期間において、4週 8 休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 

②現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場所を除

き、現場事業所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状

態をいう。 

③対象期間とは、現場着手日から工事完了日までの期間をいう。なお、年末年始 6日間、

夏季休暇 5日間※1、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期

間のほか、発注者が対象外と認める期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくさ

れている期間等）は含まない。 

④4 週 8 休以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」という。）

が、28.5％（8日/28 日）以上の水準に達する状態をいう。 
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（2）交替制 

 ①対象期間において、4 週 8休以上の休日確保を行ったと認められる状態をいう。 

 ②対象期間とは、対象期間内における技術者及び技能労働者の従事期間をいう。なお、

年末年始 6 日間、夏季休暇 5 日間については、対象期間内に現場に従事した技術者及

び技能労働者それぞれが休日確保出来ていればよい。 

 ③技術者及び技能労働者とは、施工体制台帳上の元請及び下請技術者等が対象となる。 

 ④施工体制台帳上の工期のうち実働期間が点々としている場合には、受発注者協議で対

象期間について適宜設定するものとする。 

⑤4 週 8 休以上とは、対象期間内に現場で従事した全ての技術者及び技能労働者の平均休

日数の割合（以下「休日率」という。）が、28.5％（8 日/28 日）以上の水準に達する

状態をいう。 

（3）降雨、降雪等による予定外の現場閉所日または休日についても、現場閉所または休日

日数に含めるものとする。 

※1 夏季休暇の考え方については、「平成 30 年 8 月 1 日付 30 建総技第 302 号」及び「令

和 3年 2月 16 日付 2 建総技第 571 号」の通知文のとおりとする。 

 

4 工期の変更 

工期の変更理由が以下の①～③に示すような受注者の責によらない場合は、適切に

工期の変更を行う。 

① 契約内容と異なる事項等が発生し、工事工程の条件に変更が生じた場合 

② 工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合 

③ その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合 

 

5 工事成績評定 

   4週8休以上の現場閉所または技術者及び技能労働者の休日率を達成した場合は、「創

意工夫と熱意」の項目で加点対象として評価する。 

なお、週休 2 日を実施できなかった場合であっても、工事成績の減点は行わない。 

 

6 業務の流れ 

（1）工事発注時 

発注者は、本要領 2 により週休 2 日制確保工事を選定した上で、当初設計時に 4週 8

休として経費（労務費、機械賃料、共通仮設費率、現場管理費率）の補正を行い、起

工書、案件公表時の記載及び特記仕様書に当該工事が週休 2 日制確保工事である旨を

記載する（別添 2）。 

（2）工事契約時 

発注者は、週休 2 日制確保工事の実施について、受注者の意向を確認する。 
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受注者が試行工事を希望した場合は、その旨を施工計画書に明記する。「交替制」の

取組を希望した場合は、技術者及び技能労働者の休日を確保するための施工体制の内

容や休日確保状況の証明方法を具体的に明記する。 

受注者より、週休 2 日制確保工事を希望しない旨の報告を受けた工事については、

受注者は以降の「6 業務の流れ」に記載の義務を負わない。 

なお、速やかに経費の補正について、設計変更を行う。 

※2 経費の補正等に係る積算方法については、別添 3 を参照すること 

（3）工事施工時 

1）受注者は、広報板に「週休 2日制確保工事」である旨を記載する。（別添 4） 

2）受注者は、現場閉所を行う時は、事前に週間工程表やメール等で監督員に報告する。 

（4）最終変更時 

 ①現場閉所 

受注者は、工事完了日確定後速やかに、現場閉所の結果が確認できる「現場閉所報

告書」（別添 5）を作成し、発注者へ報告する（報告様式は「統一 26様式」）。 

発注者は、現場閉所の実施結果に応じ、別添 3 のとおり、設計変更を行う。 

②交替制 

受注者は、工事完了日確定後速やかに、技術者及び技能労働者の休日確保状況結果

が確認できる「休日確保状況報告書」（別添 6）を作成し、発注者へ報告する（報告様

式は「統一 26様式」）。 

休日確保状況報告書の提出時には、技術者及び技能労働者の出勤状況が分かる一覧

表と休日が証明できる書類を添付する。また休日率は、現場に従事した技術者及び技

能労働者の休日日数と対象期間日数から算出する。 

発注者は、技術者及び技能労働者の休日率の実施結果に応じ、別添 3 のとおり、設

計変更を行う。 

 

7 留意事項 

（1）発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、現場閉所日の前日等、現場閉所中の作

業が発生するような指示等は行わない。 

(2) 発注者における現場閉所状況または技術者及び技能労働者の休日率の確認については、

各工事単位で行うものとする。 

 

8 適用 

この要領は、令和 3年 4月 1 日以後に起工し、公告等を行う案件に適用する。 
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（参考） 休日について 

○東京都の休日に関する条例 

平成元年三月一七日 

条例第一〇号 

東京都の休日に関する条例を公布する。 

東京都の休日に関する条例 

(東京都の休日) 

第一条 次に掲げる日は、東京都の休日とし、東京都の機関の執務は、原則として行わ

ないものとする。 

一  日曜日及び土曜日 

二  国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 

三  十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。) 

2 前項の規定は、東京都の休日に東京都の機関がその所掌事務を遂行することを

妨げるものではない。 

(平四条例一二三・一部改正) 

 



別添１ 
 
 
 

 統一26  

 

文 書 番 号 

(工事番号) 
  

                                   協 議  

                書  

                                   報 告  

                                                                   年  月  日 

                  殿 

 

                                                    住所 

                                              受注者 

                                                    氏名 

                                                      法人の場合は名称 

                                                      及び代表者の氏名 

 

                                           現場代理人氏名                    

 

                                 協議 

 下記の工事について   仕様書     に基づき      します。 

                                 報告 

 
文 書 番 号 

( 契 約 番 号 ) 

 

 

 

 

工 事 件 名 

 

 

 

 

工 事 場 所 

 

 

 

  協議 
       内容 

  報告 

 
建設局「週休２日制確保工事」実施要領２により、下記のとおり報告します。 

 
本工事においては、（・・・理由・・・）のため、「週休２日制確保工事」を実施いたしません。 

 
 

監理業務受託者    担当者名               

 

週休 2日制確保工事辞退報告書記載例 



別添２ 

記載例 

 
１ 起工書への記載 

起工書の「その他」に「週休 2日制確保工事」であることを記載。 
 
２ 案件公表時の記載 

発注予定表において、「発注予定備考」欄等に以下のように記載する。 

  ①現場閉所の場合 

本工事は、「週休 2日制確保工事」である。実施にあたっては『建設局「週休 2 日制

確保工事」実施要領』に基づき行う。なお、現場閉所の 4 週 8 休として経費を補正し

ている。 

②交替制の場合 

本工事は、「週休 2日制確保工事」である。実施にあたっては『建設局「週休 2 日制

確保工事」実施要領』に基づき行う。なお、交替制の 4 週 8 休として経費を補正して

いる。 

 
３ 特記仕様書記載例 

(1) 本工事は、「週休2日制確保工事」の対象案件である。 

(2) 実施にあたっては、『建設局「週休2日制確保工事」実施要領』（以下「要領」とい

う。）に基づき行う。要領は、東京都建設局ホームページから入手できる。

（http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/ukeoi/index.html） 

(3) 受注者は、週休2日制確保工事を希望しない場合、現場着手前に、希望しない理由を

付して発注者に報告する。（要領2参照） 

※現場閉所の場合 

(4) 本工事は、現場閉所の4週8休として経費を補正している。 

※交替制の場合 

(4) 本工事は、交替制の4週8休として経費を補正している。 

http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/ukeoi/index.html


 
 

別添３ 
週休 2日制確保工事における各種補正について 

 

《現場閉所》 

１ 現場閉所の定義 

  現場閉所状況の定義は、次のとおりとする。 

（1）4 週 8 休以上 

現場閉所率が 28.5％（8日/28 日）以上の場合 

（2）4 週 7 休以上 4 週 8休未満 

現場閉所率が 25.0％（7日/28 日）以上 28.5％未満の場合 

（3）4 週 6 休以上 4 週 7休未満 

現場閉所率が 21.4％（6日/28 日）以上 25.0％未満の場合 

 

２ 経費の補正 

現場閉所状況が 4 週 6 休以上（現場閉所率 21.4％以上）の場合は、現場閉所率に応じて、間接工事

費（共通仮設費率及び現場管理費率）を補正し、直接工事費及び共通仮設費（積上分）に計上される

単価のうち労務費、機械賃料、土木工事標準単価に対して週休２日の補正を適用した単価を計上する

（補正係数表は３の表のとおり）。 

なお、「土木工事標準単価」については、「建設物価（土木コスト情報）」及び「積算資料（土木

施工単価）」に掲載の単価を使用しており、補正済み単価（同工種）が物価資料（「建設物価（土木

コスト情報）」、「積算資料（土木施工単価）」）の両方に掲載されている場合は、その平均価格（有

効数字３桁とし、４桁以下は切り捨て）とし、片方の資料のみに掲載されている単価は、当該単価（有

効数字３桁とし、４桁以下は切り捨て）とする。 

 

３ 補正係数表 

  下表の補正係数は、令和 2年 4月 1日以降に起工（決定日）した案件に適用する。 

  なお、令和 2年 3月 31 日以前に起工（決定日）した案件については、該当する従前の実施要領に記

載している補正係数を適用する。 

 
4 週 6休以上 

4 週 7休未満 

4 週 7休以上 

4 週 8休未満 
4 週 8休以上 

労務費 １．０１ １．０３ １．０５ 

機械賃料 １．０１ １．０３ １．０４ 

共通仮設費率 １．０２ １．０３ １．０４ 

現場管理費率 １．０３ １．０４ １．０６ 

注１ 労務費分が明らかとなっていない市場単価等は、補正の対象としない。 

注２ 現場閉所率が 21.4％（4週 6休）未満となった場合は、上記の補正を行わない。 

 

４ その他 

  週休 2 日制確保工事に伴う書類の作成費用は、現場閉所率に応じて補正する経費に含まれるため、

別途計上は行わない。 

 

 



 
 

別添３ 
《交替制》 

１ 休日率の定義 

  休日率の定義は、次のとおりとする。 

（1）4 週 8 休以上 

休日率が 28.5％（8日/28 日）以上の場合 

（2）4 週 7 休以上 4 週 8休未満 

休日率が 25.0％（7日/28 日）以上 28.5％未満の場合 

（3）4 週 6 休以上 4 週 7休未満 

休日率が 21.4％（6日/28 日）以上 25.0％未満の場合 

 

２ 経費の補正 

休日確保状況が 4 週 6 休以上（休日率 21.4％以上）の場合は、休日率に応じて、労務費及び現場管

理費、土木工事標準単価を補正する（補正係数表は３の表のとおり）。 

なお、「土木工事標準単価」については、「建設物価（土木コスト情報）」及び「積算資料（土木

施工単価）」に掲載の単価を使用しており、補正済み単価（同工種）が物価資料（「建設物価（土木

コスト情報）」、「積算資料（土木施工単価）」）の両方に掲載されている場合は、その平均価格（有

効数字３桁とし、４桁以下は切り捨て）とし、片方の資料のみに掲載されている単価は、当該単価（有

効数字３桁とし、４桁以下は切り捨て）とする。 

 

３ 補正係数表 

  下表の補正係数は、令和 3年 4月 1日以降に起工（決定日）する案件に適用する。 

 
4 週 6休以上 

4 週 7休未満 

4 週 7休以上 

4 週 8休未満 
4 週 8休以上 

労務費 １．０１ １．０３ １．０５ 

現場管理費率 １．０１ １．０２ １．０３ 

注１ 労務費分が明らかとなっていない市場単価等は、補正の対象としない。 

注２ 休日率が 21.4％（4 週 6休）未満となった場合は、上記の補正を行わない。 

 
４ その他 

  週休 2 日制確保工事に伴う書類の作成費用は、休日率に応じて補正する経費に含まれるため、別途

計上は行わない。 

 

令和３年４月２日一部訂正



別添４ 
 

 

 
 

絵・図 

 

事 業 Ｐ Ｒ 記 載 

未来をつくろう、みち・水・緑 東 京 都 建 設 局 

 

広報板記載例 

（注） 

・※１は、すべての広報板に記載。 

・※２は、広報板Ａ型、Ｂ型に記載。（Ｂ´型、Ｃ型でも可能な場合は記載。） 

・フォント、文字の大きさ等は変更してよい。 

 
○○○○  工事のお知らせ 

 
 

この工事は、○○通り（都道第○○号線）の○○○○工事で、令和○○年○月頃下図のよう

に完成する予定です。 
皆様には、ご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、ご理解とご協力をお願いいたし

ます。 
工事件名 ○○立体交差工事（その５） 
工事区間 ○○区○○町一丁目から○○区○○町 

二丁目 
工事概要 延  長 ○○ m 
     車道幅員 ○○ m 
お気づきの点は、下記へご連絡ください 
東京都○○建設事務所 工事課 電話(100)1234 
          ○○工区 電話(200)5678 
○○建設株式会社 ○○作業所 電話(300)9012 

■   
 
 

週休２日制確保工事※１ 

本工事は、「完全週休２日制」の実現を目指す取組である「週休２日制確保工事」です。※２ 

 

（二次元コード） 



例）【現場閉所報告書】 令和○○年度　○○工事　（工期　令和○○年○月○日　～　令和○○年○月○日）

① 対象期間内日数 日

② a　4週8休以上 日 =①×0.285（8日/28日）(小数点以下切り上げ)

b　4週7休以上 4週8休未満 日 =①×0.250（7日/28日）(小数点以下切り上げ)

c　4週6休相当 4週7休未満 日 =①×0.214（6日/28日）(小数点以下切り上げ)

③ 現場閉所日数 日 ※必ず検算すること。

②a ≦ ③ ∴ 4週8休相当以上 ※入力月が12か月を超える場合は、行追加やシート追加等を適切に行い、

　 本工事全体での①から③の合計日数を報告すること。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工

作 作 休 休 作 作 作 作 作 休 休 作 作 作 作 作 休 休 作 作 作 作 作 休 休 作 作 作 休 作

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工

休 休 休 休 休 作 作 休 休 作 作 作 作 作 休 休 作 作 作 作 作 休 休 作 作 作 作 作 休 休 作

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工

作 作 作 作 休 休 作 作 作 作 作 休 休 作 作 作 作 作 休 休 作 作 作 作 作 休 休 作 作 作

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

工 工 工 工 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工

作 作 休 休 作 作 作 作 作 休 休 作 作 作 作 作 休 休 作 作 作 休 休 休 休 作 作 作 作 作 休

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 夏 夏 夏 夏 夏 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工

休 作 作 作 作 作 休 休 休 作 作 作 作 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 作 作 作 作 休 休 作 作

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工

作 作 作 休 休 天 天 作 作 作 休 休 作 作 作 作 作 休 休 休 作 作 休 作 休 休 作 作 作 作

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工

作 休 休 作 作 作 作 作 休 休 作 作 作 作 作 休 休 作 作 作 作 作 休 休 作 作 作 作 作 休 休

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 工 工 工 工 工 工 工 工

作 作 休 作 作 休 休 作 作 作 作 作 休 休 作 作 作 作 作 休 休 作 休 作 作 作 休 休 作 作

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 年 年 年

作 作 作 休 休 作 作 作 作 作 休 休 作 作 作 作 作 休 休 作 作 作 作 作 休 休 作 作 休 休 休

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

年 年 年 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工

休 休 休 作 作 作 作 休 休 休 作 作 作 作 休 休 作 作 作 作 作 休 休 作 作 作 作 作 休 休 作

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工

作 作 作 作 休 休 作 作 作 作 休 休 休 作 作 作 作 作 休 休 作 作 休 作 作 休 休 作

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工

作 作 作 作 休 休 作 作 作 作 作 休 休 作 作 作 作 作 休 休 休 作 作 作 作 休 休 作 作 作 作

令和４年３月

日付
実施要領3における

曜日

期間種別 対象期間日数 31

作業・閉所種別 現場閉所日数 9

令和４年２月

日付
実施要領3における

曜日

期間種別 対象期間日数 28

作業・閉所種別 現場閉所日数 10

令和４年１月

日付
実施要領3における

曜日

期間種別 対象期間日数 28

作業・閉所種別 現場閉所日数 9

令和３年12月

日付
実施要領3における

曜日

期間種別 対象期間日数 28

作業・閉所種別 現場閉所日数 8

令和３年11月

日付
実施要領3における

曜日

期間種別 対象期間日数 30

作業・閉所種別 現場閉所日数 10

令和３年10月

日付
実施要領3における

曜日

期間種別 対象期間日数 31

作業・閉所種別 現場閉所日数 10

令和３年９月

日付
実施要領3における

曜日

期間種別 対象期間日数 30

作業・閉所種別 現場閉所日数 12

令和３年８月

日付
実施要領3における

曜日

期間種別 対象期間日数 26

作業・閉所種別 現場閉所日数 11

令和３年７月

日付
実施要領3における

曜日

期間種別 対象期間日数 17

作業・閉所種別 現場閉所日数 7

実施要領3における

対象期間日数

現場閉所日数

30

9

実施要領3における

対象期間日数 31

現場閉所日数 13

令和３年６月

日付

曜日

期間種別

作業・閉所種別

実施要領3における

対象期間日数 30

現場閉所日数 8

340

97

85

73

116

令和３年４月

令和３年５月

日付

曜日

期間種別

作業・閉所種別

日付

曜日

期間種別

作業・閉所種別

別添５



【休日確保状況報告書】 令和○○年度　○○工事　（工期　令和○○年○月○日　～　令和○○年○月○日）

0.285 a　4週8休以上（休日率28.5%以上） 入力箇所

0.25 b　4週7休以上 4週8休未満（休日率25.0%以上28.5%未満）
0.214 c　4週6休相当 4週7休未満（休日率21.4%以上25.0%未満）

∴

※「会社名」、「氏名」、「対象期間日数」、「休日日数」欄に記入する

※技術者及び技能労働者の出勤状況が分かる一覧表と休日が証明できる書類を添付する

※対象者数に応じて、行の追加削除を適切に行う

※必ず検算する

27.0%

※対象期間日数について、元請会社は技術者及び技能労働者の従事期間の日数、下請会社は施工体制台帳上の工期日数を基本と
する

4週7休相当

50 13 26.0%
50 13 26.0%

C電設（二次下請） △△ 50 13 26.0%
50 13 26.0%

◆◆ 70 19 27.1%
70 19 27.1%

B建設（一次下請） ●● 70 19 27.1%
■■ 70 19 27.1%

◇◇ 100 28 28.0%
100 28 28.0%

28.0%
□□ 100 28 28.0%

A建設 〇〇 100 28
会社名 平均（休日率）休日日数の割合休日日数対象期間日数氏名

別添６



例１ 週休2日制確保工事における対象期間とは、現場着手日から工事完了日までの期間

2 2 2 2 1 1

①対象期間内 ＝ 日
② 日 日 日
③現場閉所日数 ＝ 日
　（休日確保）
②a ≦ ③ ∴ 4週8休相当以上 （小数点以下切り上げ）

例２ 年末年始６日間と夏季休暇５日間を除く

2 2 2 2 1 1

①対象期間内 ＝ 日
② 日 日 日
③現場閉所日数 ＝ 日
　（休日確保）
②b ≦ ③ ∴ 4週7休相当 （小数点以下切り上げ）

作業 休 作業 休 作業

実作業 後片付け
対象期間内

週休２日の考え方　例示

準備期間

休 作業作業 休 作業 休 作業休 作業 休 作業 休

工事着手
年月日

後片付け
着手日

工事
完了日

5 4 4 4 3 5 6 6 3 4 3

実作業着手日
(直接工事費の項目

の現地着手）

現場
着手日

②a 4週8休相当以上 ②b 4週7休相当

50

15

作業 休 作業 休 作業

実作業着手日
(直接工事費の項目

の現地着手）

4 4

47

6 3

休

工事
完了日

作業 休 作業

工事着手
年月日

現場
着手日

後片付け
着手日

5 4 5

12

対象期間内対象期間内

夏季休暇

作業 休 作業

4 3

休 作業 休 作業 休

準備期間 実作業 後片付け

5 6

②c 4週6休相当
14

111315
＝①×0.214＝①×0.250＝①×0.285

②c 4週6休相当②b 4週7休相当②a 4週8休相当以上

12 11
＝①×0.285 ＝①×0.250 ＝①×0.214

参考



例３ 工場製作期間がある場合は、対象期間内から除く

2 2 2 2 1 1

①対象期間内 ＝ 日
② 日 日 日
③現場閉所日数 ＝ 日
　（休日確保）
②c ≦ ③ ∴ 4週6休相当 （小数点以下切り上げ）

例４ 全部中止期間は、対象期間内から除く

2 2 2 2 1 1

①対象期間内 ＝ 日
② 日 日 日
③現場閉所日数 ＝ 日
　（休日確保）
②b ≦ ③ ∴ 4週7休相当 （小数点以下切り上げ）

休 作業 休 作業

8

対象期間内対象期間内

3

10 9 8
＝①×0.285 ＝①×0.250 ＝①×0.214

休作業 休 作業 休 作業

実作業着手日
(直接工事費の項目

の現地着手）

後片付け
着手日

工事
完了日

5 6 6 3 45 4 4 4 3

準備期間 実作業 後片付け
全部中止

作業 休 作業 休 作業作業 休 作業 休

43

12

工事着手
年月日

現場
着手日

実作業着手日
(直接工事費の項目

の現地着手）

後片付け
着手日

工事
完了日

休 作業

5 4 4 5 6 6 3 4 3

休

7

作業 休 作業 休

②a 4週8休相当以上 ②b 4週7休相当 ②c 4週6休相当

対象期間内

工場製作期間 現場作業

35

作業 休 作業 休 作業

準備期間 実作業 後片付け

作業 休

工事着手
年月日

現場
着手日

②a 4週8休相当以上 ②b 4週7休相当 ②c 4週6休相当
13 11 10

＝①×0.285 ＝①×0.250 ＝①×0.214



例５ 一部一時中止期間は、対象期間内から除かない

2 2 2 2 1 1

①対象期間内 ＝ 日
② 日 日 日
③現場閉所日数 ＝ 日
　（休日確保）
②a ≦ ③ ∴ 4週8休相当以上 （小数点以下切り上げ）

例６ 降雨、降雪、猛暑等による予定外の現場閉所または休日確保日についても、現場閉所または休日確保日数に含める。

雨 雪

2 2 2 2 1 1

①対象期間内 ＝ 日
② 日 日 日
③現場閉所日数 ＝ 日
　（休日確保）
②a ≦ ③ ∴ 4週8休相当以上 （小数点以下切り上げ）

作業 休 作業 休 作業

準備期間 実作業 後片付け
一部一時中止

作業 休 作業 休

工事着手
年月日

現場
着手日

実作業着手日
(直接工事費の項目

の現地着手）

後片付け
着手日

工事
完了日

休 作業

5 4 4 4 3 5 6 6 3 4 3

作業 休 作業 休 作業休

作業 休 作業 休

準備期間 実作業 後片付け

50

15 ＝①×0.285 ＝①×0.250 ＝①×0.214

15

工事着手
年月日

現場
着手日

実作業着手日
(直接工事費の項目

の現地着手）

後片付け
着手日

工事
完了日

作業

5 4 4 5 6 6 3 4 3

休 作業 休 作業 休作業 休 作業作業 休

4 3

作業

②a 4週8休相当以上 ②b 4週7休相当 ②c 4週6休相当

休

13 11
＝①×0.285 ＝①×0.250 ＝①×0.214

②a 4週8休相当以上 ②b 4週7休相当 ②c 4週6休相当
15 13 11

対象期間内

50

15

対象期間内


